
別紙９

入 札 書

入 札 物 件 第 号

工事等の名称　　　　　　国有林森林整備事業（保育間伐）請負

入 億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円

札

金

額

上記金額で入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を

承知の上、入札いたします。

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
 
宮崎南部森林管理署長 塚本　　徹 殿

住 所

会社名

代表者氏名 印

代理人 印



(別添２)

主な内訳 金額（千円）

労務費 賃金、諸手当

機械器具損料、燃料、油脂

機械輸送費、組立解体費

器具材料費（ワイヤー等）

山泊経費、その他

現場管理費、一般管理費

共通仮設、その他

素材生産請負　事業費内訳書(例）

項目

小　　　　計

合　　　　　計

機械経費

その他

間接費

直接費



令和 年 月 日

委 任 状

分任支出負担行為担当官

宮崎南部森林管理署長 塚本　徹 殿

委 任 者

私は、下記の者を代理人と定め次の権限を委任します。

記

１．代 理 人

所 属

氏 名 代 理 人

使 用 印

２．委 任 事 項

下記物件の入札に関する一切の件

（１）入札年月日 令和 年 月 日

（２）入 札 場 所 宮崎南部森林管理署 入札室

（３）事 業 名　　国有林森林整備事業（保育間伐）請負



（別紙１）

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも

該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることと

なっても、異議は一切申し立てません。

また、貴（署等）の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただ

し、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警

察に提供することについて同意します。

記

１ 契約の相手方として不適当な者

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法

人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）

の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第 77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である

とき

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

とき

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしているとき

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者

（１） 暴力的な要求行為を行う者

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。



請負代金確定方法

九州森林管理局



請負代金確定及び部分払

Ⅰ 請負代金確定

請負代金の確定は、次のとおり行うものとする。

１ 直接費確定額

直接費確定額＝直接費変動費単価×確定数量＋直接費固定費金額とし、生

産完了地点の異なるごとに直接費確定額を精算して確定直接費合計を算出す

る。ただし、直接費変動費単価及び直接費固定費金額は、予定価格を構成す

る前記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとし、確定数量

は生産完了検査場所における検査数量の累計とする。

２ 間接費確定額

間接費確定額＝（確定直接費合計額÷直接費合計額）×（諸経費金額＋労

務関係費）＋支給材料取扱経費とする。

この場合、直接費合計額、諸経費金額、労務関係費、支給材料取扱経費は

予定価格を構成する前記のそれぞれの金額に落札比率を乗じて求めるものと

する。

３ 精算

請負代金確定額は、直接費確定額、間接費確定額の合計額とし、請負代金

確定額から部分払支払額累計を控除したものを精算額とする。

４ 計算様式

別紙完了検査調書内訳書のとおりとする。

Ⅱ 部分払

部分払の請負代金相当額算定方法は次のとおり行うものとする。

１ 既済部分に対する部分払

指定検査場所における検査合格数量に対する部分払とし、その請負代金算

定は次による。

｛直接費単価×本回検査数量＋（本回出来高直接費÷直接費合計）×間接

費合計｝×（０．９）

この場合、直接費単価、直接費合計、間接費合計は予定価格を構成する前

記単価及び金額に落札比率を乗じて求めた額によるものとする。

直接費単価は、当該工程までの変動費、固定費を含む単価とする。

本回出来高直接費は、直接費単価×本回検査数量とする。

２ 計算様式

別紙部分検査調書内訳書のとおりとする。
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